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いじめの重大事態調査について
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➢ 重大事態の調査は、学校の設置者又は学校が行うこととされている。
➢ 調査の実施主体については、重大事態の発生の報告を受けた教育委員会が判断する。

〔判断の考え方〕

○教育委員会において調査を実施するケース
・ 学校主体の調査では、重大事態への対処等に十分な結果を得られないと当該学校を
所管する教育委員会が判断した場合

・ 学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合

○学校主体で調査を実施するケース
 ・不登校重大事案（対象児童生徒の学校復帰や学びの継続に向けた支援につなげる
ことを調査の目的として位置付けており、学校内の様子や教職員・児童生徒の状況
は対象児童生徒が在籍する学校が最も把握していることを踏まえて、原則として学
校主体で調査を行うこととする。）

（※改定された国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」および「県いじめ防止基本方針」より抜粋）
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◆今後の重大事態調査の方針

不登校重大事態調査の
調査主体
原則として学校主体で調査

学校での対応 ～いじめ事案を肥大化させたいために～

「いじめ防止対策推進法」や「県いじめ防止基本方針」に則り、
早期発見・早期対応・組織的な対応を行うこと

県教育委員会の支援
指導・助言、人的支援を
含めた支援（弁護士や
学識経験者の派遣など）



令和６年度 問題行動・不登校等調査結果の概要
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